
 

建 設 企 業 協 議 会 協 議 事 項  
 
 
 
 
 
 

 ○ 所管事項の報告について 

１ 自動車破損事故に係る損害賠償額の専決処分について 

２ 八戸市立地適正化計画（令和６年３月改定）の公表について 

３ 八戸市空家等対策計画（令和６年３月改定）の公表について 

４ 八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分に 

ついて 

日時 令和６年３月 19 日(火) 

   午前 10 時 

場所 第四委員会室 







 

 

 

八戸市立地適正化計画（令和６年３月改定）の公表について 

 

 

１ 背景 

平成 30 年３月の八戸市立地適正化計画策定後に、津波、洪水等のハザードマップが公表

されたのに加え、近年、頻発・激甚化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進する

ため、令和２年６月に都市再生特別措置法が改正され、現計画に居住誘導区域内の防災・減

災対策を記載する「防災指針」の作成・位置づけが必須となったものである。 

さらには、市内幹線軸バス路線の見直しがあり、これらを考慮した居住誘導区域の見直

しが必要となったことから、計画を改定したもの。 

 

２ 検討状況 

  庁内関係課で構成する庁内連絡会議及び、学識経験者、関係行政機関、市の住民から構

成する都市計画審議会で改定案を検討。 

月 日 会議等 内容 

令和 ５年 ７月 26日 都市計画審議会 改定方針及び進め方について 

令和 ５年 11月 29日 都市計画審議会 改定素案について 

令和 ６年 １月 10日～ 

  ２月 ８日(30 日間） 

パブリックコメント 提出意見なし 

令和 ６年 ２月 19日 都市計画審議会 改定案について 

 

３ 概要及び主な改定点 

 (1) 計画期間  平成 30 年３月～令和 20年３月 

 (2) 対象区域  都市計画区域全域（南郷地域を除く市内全域） 

 (3) 主な改定点 

防災指針 ・居住誘導区域にかかる災害リスクを検討し、防災・減災対策を記載 

居住誘導区域 ・市内幹線軸バス路線の変更に伴う区域の変更 

・現計画策定後に公表された各種ハザードマップを考慮した区域の変更 

評価指標 ・居住誘導区域の変更や人口の推移を考慮し、「居住誘導区域内の人口

密度」から「居住誘導区域内の人口割合」に変更 

・「街なかの歩行者通行量」、「地域公共交通の利用者数」について 

 算出方法の変更に伴い、目標値を変更 

    

４ 計画の公表 

  令和６年３月 19日に市ホームページで公表 

建設企業 協議会 資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 19 日 

都市整備部 都市政策課 



 

 

 

八戸市空家等対策計画（令和６年３月改定）の公表について 

 

 

１ 背景 

今年度末で計画期間が満了することに加え、令和５年12月の改正空家法の施行を踏まえ、

市内で増加する空き家への対策を一層強化するため、法改正の内容や新たな取組を位置付

け、計画を改定したもの。 

 

２ 検討状況 

  令和５年 10月より改定作業を行い、関係課で構成する庁内検討委員会での検討内容につ

いて、市長、法務、不動産、建築、福祉分野の各団体、地域住民の代表、学識経験者で構成

する八戸市空家等対策会議（空家法に基づく法定協議会）を３回開催し、改定案を協議。 
  

月日 会議等 内容 

令和 5年 10 月 24 日 第１回八戸市空家等対策会議 改定方針及び改定案の協議 

令和 5年 11 月 30 日 第２回八戸市空家等対策会議 修正案及び成果指標の協議 

令和 5年 12 月 21 日～ 

令和 6年 1月 19 日(30 日間) 
パブリックコメント 提出意見 29 件 

令和 6年 2月 16 日 第３回八戸市空家等対策会議 
意見への対応の協議（４件の意

見を計画に反映） 

 

３ 概要及び主な改定点 

 ⑴ 計画期間   令和６年４月～令和 12 年３月（６年間） 

 ⑵ 対象地区   空き家対策を実施する対象地区は「市内全域」としつつ、八戸市立地

適正化計画の居住誘導区域を「重点地区」に設定。 

 ⑶ 基本方針等  空家法改正で国が示した方針を現行計画の方針に取り込み、行政、市

民、民間事業者等が連携した地域全体で推進する新たな取組を追加。 

 ⑷ 成果指標等  管理不全な空家等への対応及び空き家の発生予防を強化する指標とし

て、「特定空家等の改善件数」、「空き家相談会・セミナー等の開催回数」

を新たに設定。 

 

４ 計画の公表 

  令和６年３月 19日に市ホームページで公表 

建 設企業 協議会資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 19 日 

都市整備部 都市政策課 

計画の基本方針 新たな取組 

1.空家等の発生予防 
・テレビ、ラジオ、インターネット、SNS 等を活用した情報発信 

・単身高齢者世帯等に対するセミナーの実施 

2.所有者等による 

適切な管理の促進 
・空き家の点検方法等の情報発信 

3.空家等の利活用の促進 
・官民連携による(仮称)はちのへ空き家解消ネットワークの構築 

・地域住民主体の取組(空き家の把握活動等)に対する支援 

4.管理不全な空家等への対応 ・「管理不全空家等」への対応(指導・勧告) 

 



 

八戸市手数料条例の一部を改正する条例の制定に係る専決処分について 

 

１. 改正の理由 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、規定の整理をす

るため、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分したもの 

 

２. 改正の内容 

(1) 概要 

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の題名が「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律」に改正されることに伴い、八戸市手数料条例にお

いて引用している同法の題名を改正するもの 

 

 

(2) 施行期日 

令和６年４月１日 

 

３. 処分年月日 

令和６月３月１２日 

 

建設企業協議会資料 

令 和 ６ 年 ３ 月 1 9 日 

都市整備部建築指導課 


